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集
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一

明

代

の

皇

后

皇

太

后

の

政

治

的

位

相

ー
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜

円lj

田

尚

美

は

じ

め

に

明
代
で
は
皇
位
の
継
承
に
つ
い
て
は
、
初
代
皇
帝
洪
武
帝
の
遺
訓
で
あ
る
『
皇
明
祖
訓
』
に
お
い
て
、
嫡
子
優
先
が
規
定
さ
れ
た
（
1

）

O

し
か
し
実
際
に
は
皇
帝
、
あ
る
い
は
そ
の
前
段
階
の
皇
太
子
に
嫡
子
は
非
常
に
少
な
く
、
大
半
は
庶
長
子
で
あ
っ
た
。
皇
位
継
承
前
の
皇

太
子
に
庶
長
子
が
立
て
ら
れ
た
例
は
、
早
く
も
洪
武
帝
の
曾
孫
に
あ
た
る
宣
徳
帝
の
時
代
に
表
れ
た
。
宣
徳
帝
の
長
子
、
後
の
英
宗
の
生
母

孫
氏
は
貴
妃
で
あ
っ
た
。
し
か
し
宣
徳
帝
は
長
子
誕
生
の
翌
年
、
皇
后
胡
氏
を
廃
し
孫
氏
を
立
后
し
た
の
で
あ
る
。

孫
氏
は
そ
の
後
、
宣
徳
帝
皇
后
か
ら
皇
太
后
、
そ
し
て
太
皇
太
后
と
し
て
後
宮
内
で
最
高
位
を
長
く
占
め
る
が
、
そ
の
聞
に
は
子
の
英
宗

が
土
木
の
変
に
よ
っ
て
オ
イ
ラ
ト
の
捕
虜
と
な
り
、
英
宗
の
異
母
弟
で
あ
る
景
泰
帝
が
即
位
す
る
。
彼
は
孫
氏
を
皇
太
后
と
し
て
尊
重
す
る

一
方
で
、
自
分
の
生
母
を
皇
太
后
と
し
た
。
血
縁
的
な
つ
な
が
り
の
な
い
皇
帝
の
下
、
孫
氏
は
皇
太
后
と
し
て
の
権
威
を
脅
か
さ
れ
る
形
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
奪
門
の
変
で
、
英
宗
が
復
位
す
る
と
彼
女
の
権
威
も
回
復
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
中
国
史
上
で
も
類
を
見
な

い
事
態
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。

孫
氏
は
不
慮
の
皇
帝
不
在
と
、
皇
帝
交
代
劇
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
人
物
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
明
代
に
お
け
る
皇
位
継
承
に
か
か
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わ
る
問
題
の
対
処
に
あ
た
っ
た
の
は
、
彼
女
が
初
め
て
で
は
な
い
。
実
は
彼
女
以
前
に
も
、
洪
照
帝
皇
后
張
氏
が
宣
徳
帝
の
即
位
時
に
皇
太

后
と
し
て
、
ま
た
幼
帝
で
あ
っ
た
英
宗
の
即
位
時
に
は
太
皇
太
后
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

2
0

こ
の
よ
う
に
皇
太
后
が
新
皇
帝
の
即
位
に
つ
い
て
、
影
響
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
期
皇
帝
の
母
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
多
く

の
場
合
崩
御
し
た
皇
帝
の
遺
詔
、
つ
ま
り
皇
帝
権
力
に
よ
る
権
威
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
孫
氏
の
場
合
、
土
木
の
変

の
際
に
は
英
宗
が
全
権
を
持
っ
た
ま
ま
捕
虜
と
な
る
と
い
う
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
孫
氏
の
言
動
が
当

時
の
政
局
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
。

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
に
つ
い
て
は
、
後
宮
の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
る
な
か
で
、
制
度
面
や
儀
礼
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

す
）
、
分
析
の
対
象
と
し
て
個
別
に
取
り
上
げ
た
研
究
は
数
少
な
い
。
ま
し
て
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
役
割
や
権
威
の
問
題
に
関
し
て
は
、

漢
代
の
皇
后
権
を
分
析
し
た
谷
口
や
す
よ
氏
の
先
駆
的
な
研
究
や
3
、
筆
者
の
研
究
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
状
況
に
あ
る

5
0

ま
た
本
稿
で
取
り
上
げ
る
孫
氏
に
つ
い
て
は
、
荷
見
守
義
氏
が
土
木
の
変
直
後
の
彼
女
を
取
り
巻
く
皇
族
・
外
戚
・
宣
官
・
廷
臣
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
景
泰
帝
と
そ
の
政
権
の
性
格
分
析
が
中
心
的
主
題
で
あ
り
、
皇
后
・
皇
太
后
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い

5
0
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
皇
太
后
孫
氏
に
着
目
し
、
土
木
の
変
前
後
に
発
揮
さ
れ
た
彼
女
の
権
威
や
政
治
的
影
響
力
の
分
析

を
通
し
て
、
明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
あ
り
よ
う
と
そ
の
位
相
を
考
え
て
み
た
い
。
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宣

徳

帝

と

廃

后

明
代
に
お
け
る
後
宮
女
性
は
、
広
く
民
間
よ
り
集
め
ら
れ
た
上
、
選
抜
さ
れ
て
入
宮
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
皇
后
も
そ
の
な
か
か
ら

選
ば
れ
た
。
こ
う
し
た
制
度
は
初
代
皇
帝
洪
武
帝
の
時
代
に
完
成
し
た
が
、
彼
は
后
妃
が
権
力
を
持
つ
こ
と
を
非
常
に
警
戒
し
、
宮
中
の
外

に
出
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
手
紙
の
や
り
取
り
で
す
ら
禁
止
し

2
、
そ
れ
は
明
一
代
を
通
じ
て
守
ら
れ
た

5
0

皇
帝
の
妃
嬢
だ
け
で
な
く
皇
后
で
す
ら
、
有
力
者
か
ら
で
は
な
く
民
聞
か
ら
選
ぶ
方
法
が
と
ら
れ
た
上
、
厳
格
な
制
度
が
敷
か
れ
た
の
は
、

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相
｜
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
回
）
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歴
代
王
朝
を
悩
ま
せ
た
外
戚
の
弊
害
を
防
ぐ
意
図
が
あ
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
一
方
で
外
戚
の
権

f
c叫
入
を
皇
帝
が
必
要
と
し
な
く
な

っ
た
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。
皇
帝
権
力
が
強
化
さ
れ
た
明
代
だ
か
ら
こ
そ
の
措
置
と
も
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
明
代
で
は
外
戚
は
、
権
威
や
権
力
を
最
初
か
ら
持
っ
て
お
ら
ず
、
仮
に
娘
が
皇
后
と
な
っ
た
と
し
て
も
持
ち
得
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
明
代
に
大
き
な
外
戚
の
弊
害
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
で
は
、
そ
れ
ま
で
外
戚
が
権
力
を
掌
握
す
る
原
因
と
な

っ
て
き
た
皇
后
は
、
明
代
で
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
明
代
で
は
、
廃
后
と
そ
れ
に
伴
う
皇
后
の
交
代
が
四
度
あ
り
、
ま
た
そ
の
初
め
て
の
例
は
宣
徳
年
間
と
早
く
、
宣
徳
帝
皇
后
胡
氏
を

廃
し
て
貴
妃
孫
氏
を
皇
后
と
し
た
も
の
で
あ
る

5
0
ま
ず
こ
の
明
代
最
初
の
廃
后
の
経
緯
を
通
し
て
、
明
代
の
皇
后
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

B
V
 廃

后
の
発
端
は
宣
徳
三
年
三
四
二
八
）
三
月
、
皇
后
胡
氏
が
位
を
辞
す
る
と
上
表
し
た
こ
と
に
よ
る
。
『
明
宣
宗
実
録
』
で
は
、
辞
意
は

胡
氏
の
自
発
的
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
宣
徳
帝
は
彼
女
に
辞
意
の
撤
回
を
促
す
な
ど
、
廃
后
に
反
対
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
お
ち
し

か
し
そ
の
一
方
『
明
史
』
で
は
「
宣
徳
帝
が
胡
氏
に
辞
位
を
上
表
さ
せ
た
」

5
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
大
臣
た
ち
が
「
争
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」

g
と
あ
り
、
廃
后
は
胡
氏
の
音
山
志
で
は
な
く
強
制
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
『
明
史
』
の
言
う
通
り
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
場
合
宣
徳
帝
の
狙
い
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
廃
后
に
は
前
段
階
と
し
て
、
宣
徳
二
年
三
四
二
七
）
十
一
月
、
貴
妃
孫
氏
が
宣
徳
帝
の
長
子
（
後
の
英
宗
）
を
産
み
、
そ
し
て
そ
の

長
子
が
翌
年
二
月
に
立
太
子
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
。
た
だ
英
宗
の
出
生
に
は
疑
念
が
持
た
れ
て
お
り
、
彼
は
孫
氏
の
所
生
で
は
な
く
、
他
の

後
宮
女
性
が
産
ん
だ
子
だ
と
す
る
説
も
あ
る
5
。
孫
氏
は
貴
妃
冊
封
の
際
、
本
来
皇
后
に
の
み
授
け
ら
れ
る
印
（
宝
）
を
与
え
ら
れ
る
な
ど
、

宣
徳
帝
の
寵
愛
が
厚
か
っ
た
様
子
が
窺
え
る
人
物
で
あ
る
が

g
、
他
人
の
子
を
我
が
子
と
し
て
、
子
の
な
い
皇
后
胡
氏
を
一
気
に
出
し
抜
い

た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
宣
徳
帝
が
そ
れ
ま
で
皇
子
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
誕
生
し
た
長
子
を
早
々
に
立
太
子
し

た
の
は
、
そ
れ
だ
け
皇
位
継
承
に
対
す
る
危
慎
が
深
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
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し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
子
の
な
い
皇
后
を
廃
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
後
に
胡
氏
に
対
す
る
憐
欄
の
声
が
上
が
り
、
宣
徳
帝

が
弁
明
し
て
い
る
点
か
ら
も
窺
え
る
さ
。
そ
れ
だ
け
こ
の
廃
后
は
人
々
が
納
得
で
き
る
根
拠
を
持
た
ず
、
強
引
に
行
わ
れ
た
も
の
と
も
言
え

る
が
、
宣
徳
帝
は
な
ぜ
そ
こ
ま
で
し
て
廃
后
を
追
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
明
代
の
皇
位
継
承
に
関
す
る
原
則
が
、
深
く
か
か
わ
っ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
代
の
皇
位
継
承
は
洪
武
帝
の
遺
訓
で
あ
る
『
皇
明
祖
訓
』
に
は
、

凡
そ
朝
廷
に
皇
子
無
け
れ
ば
、
必
ず
兄
終
わ
れ
ば
弟
に
及
ぶ
。
嫡
母
の
生
ん
だ
者
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
庶
母
の
生
ん
だ
者
は
年

長
で
あ
っ
て
も
即
位
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
好
臣
が
嫡
子
で
は
な
く
庶
子
を
立
て
よ
う
と
し
て
も
、
庶
子
は
必
ず
分
を
守
っ
て
動
い

て
は
な
ら
な
い
。
報
告
し
て
嫡
子
を
立
て
、
務
め
て
嫡
子
を
即
位
さ
せ
、
朝
廷
は
好
臣
を
斬
る
べ
し
（
時
）

O

と
あ
り
、
出
生
順
に
か
か
わ
り
な
く
庶
子
よ
り
も
嫡
子
が
優
先
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
庶
子
の
皇
位
継
承
権
を
喪
失
さ
せ

る
も
の
で
は
な
く
、
嫡
子
が
い
な
い
場
合
は
庶
子
が
後
を
継
ぐ
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
差
し
障
り
は
な
い
。
そ
れ
は
英
宗
以
降
の
皇
帝
（
皇
太

子
）
の
ほ
と
ん
ど
が
庶
長
子
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
明
確
に
見
て
取
れ
る
。

つ
ま
り
皇
位
継
承
の
原
則
は
、
嫡
子
及
び
長
子
で
あ
る
者
が
相
続
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
幸
い
に
も
、
洪
武
帝
か
ら
宣
徳

帝
ま
で
は
、
嫡
出
子
に
よ
る
継
承
が
続
い
て
い
た
（
口
）
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ま
さ
し
く
『
皇
明
祖
訓
』
に
の
っ
と
っ
た
理
想
的
な
形
で
継
承

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
内
実
を
見
る
と
、
永
楽
帝
は
靖
難
の
変
を
経
て
の
纂
奪
に
よ
る
即
位
、
洪
照
帝
は
弟
の
漢
王
の
纂
奪
を

警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
次
の
宣
徳
帝
は
即
位
後
ま
も
な
く
そ
の
漢
王
の
反
乱
に
あ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
明
代
初
期
は
洪
武
帝
が
作
っ
た
原
則
を
遵
守
し
て
は
い
る
が
、
皇
位
継
承
が
安
定
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

嫡
長
子
で
あ
り
、
皇
位
継
承
に
何
ら
問
題
の
な
い
宣
徳
帝
で
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
生
ま
れ
た
皇
子
を
立
太
子
し
た
と
は
い
え
、

庶
出
と
い
う
事
実
は
極
め
て
危
う
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
も
無
理
は
な
い
。
廃
后
の
背
景
に
は
、
皇
位
継
承
の
安
定
の
た
め
に
皇
太
子
を
嫡

子
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
正
統
な
皇
位
継
承
者
と
し
て
衆
目
に
認
め
さ
せ
る
た
め
に
は
、
生
母
を
皇
后
と
す
る
必
要
性
が
あ
っ

た
占
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相

i
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
回
）
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史
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結
果
と
し
て
廃
后
は
行
わ
れ
、
孫
氏
は
皇
后
と
な
っ
た
。
廃
さ
れ
た
胡
氏
は
後
宮
の
一
殿
に
退
き
（
国
）
、
正
統
七
年
（
一
四
四
二
）
に
死
去
し

た
が
、
先
述
の
よ
う
に
世
間
か
ら
は
彼
女
を
憐
れ
む
声
が
上
が
っ
た
。
そ
し
て
孫
氏
の
死
後
、
英
宗
が
皇
后
銭
氏
の
進
言
に
よ
り
、
胡
氏
を

皇
后
に
復
位
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
巴
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
、
皇
位
継
承
に
か
ら
ん
だ
宣
徳
帝
の
意
思
と
必
要
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
廃

后
は
、
強
引
さ
が
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
ま
で
し
て
進
め
ら
れ
た
廃
后
は
、
明
代
初
の
出
来
事
で
あ
る
点
を
抜
き
に
し
て
も
、
政
治
問
題
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
た
し
か
に
宣
徳
帝
と
廷
臣
た
ち
と
の
話
し
合
い
は
持
た
れ
て
い
る
が
、
結
局
皇
帝
の
意
思
を
覆
す
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
廃
后
に

伴
っ
て
大
き
な
混
乱
が
生
じ
た
様
子
も
な
い
。

ま
た
当
時
、
宣
徳
帝
の
生
母
張
氏
が
明
代
初
の
皇
太
后
と
し
て
、
後
宮
内
の
最
上
位
を
占
め
て
い
た
が
、
廃
后
に
つ
い
て
「
廷
臣
た
ち
と

議
論
せ
よ
」
と
旨
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
日
の
議
で
は
決
着
を
見
な
か
っ
た
が
（
旬
、
こ
れ
は
皇
帝
と
廷
臣
が
皇
太
后
の
言
葉

を
無
視
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
旨
が
張
氏
に
よ
る
間
接
的
な
廃
后
反
対
の
表
明
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
女

が
廃
后
さ
れ
た
胡
氏
を
憐
れ
み
、
常
に
内
廷
で
の
宴
で
は
孫
氏
よ
り
も
上
座
に
お
い
た
と
い
う
点
か
ら
も
わ
か
る

5
0
し
か
し
そ
れ
で
も
皇

太
后
は
、
皇
帝
の
意
向
や
決
定
を
覆
す
よ
う
な
行
動
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
8
。
こ
の
事
実
か
ら
は
皇
帝
の
要
望
に
対
し
て
廷
臣
た
ち
も
、

そ
し
て
後
宮
の
頂
点
に
あ
る
皇
太
后
も
逆
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
一
方
で
、
廃
后
と
そ
れ
に
伴
う
皇
后
交
代
は
、

政
治
を
揺
る
が
す
よ
う
な
大
き
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

宣
徳
帝
は
皇
太
子
生
母
の
孫
氏
を
皇
后
と
し
て
冊
立
し
た
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
皇
太
子
の
嫡
子
化
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
見
方

を
変
え
る
と
、
孫
氏
を
皇
后
た
ら
し
め
た
も
の
は
皇
子
、
そ
れ
も
皇
太
子
と
な
る
長
子
の
母
と
い
う
、
こ
の
一
点
の
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
明
代
に
お
い
て
皇
后
は
誰
が
な
る
か
は
問
題
で
は
な
く
、
朝
廷
を
左
右
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は

皇
后
が
そ
れ
単
体
で
権
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
皇
帝
の
意
思
に
よ
っ
て
簡
単
に
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
脆
弱
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
皇
后
の
地
位
は
皇
太
子
の
母
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
次
代
の
皇
帝
と
の
血
縁
的
な
つ
な
が
り
が
根
拠
で
あ
り
、
そ
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れ
の
み
が
そ
の
地
位
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
弱
い
立
場
の
皇
后
は
皇
帝
の
死
、
そ
れ
に
伴
う
子
で
あ
る
皇
太
子
の
即
位
に
よ
っ
て
、
皇
后
か
ら
皇
太
后
に
変
化
す
る

も
の
で
も
あ
る
。
皇
后
が
子
で
あ
る
皇
帝
と
の
血
縁
的
な
つ
な
が
り
で
も
っ
て
皇
太
后
と
な
る
と
き
、
そ
の
地
位
や
権
威
に
ど
の
よ
う
な
変

化
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。

土

木

の

変

と

そ

れ

に

伴

う

変

化

（

1
）
 

土
木
の
変
以
前
の
状
況

中
国
歴
代
王
朝
で
は
、
后
妃
が
政
治
に
か
か
わ
る
場
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か
し
明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
は
垂
簾
聴
政
な
ど
を
行
う

こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
政
治
方
面
で
積
極
的
に
動
い
た
例
は
非
常
に
少
な
い
、
中
国
史
上
で
も
稀
有
な
時
代
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
が
ま
っ
た
く
何
も
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
の
存
在
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
皇
位
継
承
時
、
特
に
新
皇
帝
即
位
に
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
で
あ
り
、
そ
の
初
め
て

の
例
と
な
る
の
が
洪
照
帝
崩
御
の
時
で
あ
る
。

洪
照
帝
は
、
父
で
あ
る
永
楽
帝
の
崩
御
に
と
も
な
い
、
永
楽
二
十
二
年
（
一
四
二
四
）
八
月
に
即
位
し
た
。
し
か
し
そ
の
わ
ず
か
十
ヶ
月

後
の
洪
照
元
年
（
一
四
二
五
）
五
月
、
突
然
崩
御
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
洪
照
帝
が
即
位
後
一
年
足
ら
ず
で
急
逝

し
た
と
い
う
事
情
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
皇
太
子
（
後
の
宣
徳
帝
）
が
当
時
南
京
に
い
て
、
す
ぐ
の
即
位
が
不
可
能
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
北

京
に
皇
帝
も
皇
位
継
承
者
も
い
な
い
と
い
う
非
常
事
態
に
、
洪
照
帝
皇
后
で
宣
徳
帝
生
母
の
張
氏
は
、
皇
太
子
の
安
定
し
た
皇
位
継
承
の
た

め
に
策
動
し
、
皇
太
子
は
無
事
に
即
位
し
た
の
で
あ
る

8
0

こ
う
し
て
即
位
し
た
宣
徳
帝
で
あ
っ
た
が
、
早
く
も
宣
徳
十
年
（
一
四
三
五
）
正
月
に
崩
御
し
た
。
宣
徳
帝
の
長
子
で
あ
る
皇
太
子
が
、
英

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相

l
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に

l
（
前
田
）
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宗
と
し
て
新
た
に
即
位
し
た
が
、
彼
は
当
時
十
歳
に
満
た
な
い
明
代
初
の
幼
帝
で
あ
っ
た
た
め
、
廷
臣
た
ち
に
動
揺
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
収

め
、
英
宗
即
位
と
そ
の
後
の
体
制
作
り
に
貢
献
し
た
の
は
、
ま
た
も
や
当
時
太
皇
太
后
と
な
っ
て
い
た
張
氏
で
あ
っ
た
き
。

こ
の
こ
ろ
後
宮
に
は
、
皇
太
后
（
英
宗
生
母
）
の
孫
氏
も
い
た
が
、
後
宮
で
の
序
列
は
宣
徳
帝
生
母
で
あ
る
太
皇
太
后
の
張
氏
が
優
先
し
た

よ
う
で
、
孫
氏
が
英
宗
即
位
時
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
の
か
、
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
も
張
氏
が
英
宗
の
皇
后

選
び
を
行
う
な
ど
（
お
）
、
太
皇
太
后
が
後
宮
の
こ
と
を
全
面
的
に
取
り
仕
切
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
張
氏
は
正
統
七
年
（
一
四
四
二
）
十
月

に
崩
御
す
る
が
、
そ
の
際
、
宮
中
の
こ
と
は
英
宗
皇
后
の
銭
氏
で
は
な
く
皇
太
后
の
孫
氏
に
委
ね
て
い
る
（
ぎ
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
後
宮
内
の

序
列
、
ひ
い
て
は
皇
位
継
承
へ
の
発
言
権
は
、
皇
后
よ
り
も
太
皇
太
后
・
皇
太
后
が
優
先
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
妻

よ
り
も
皇
帝
の
祖
母
・
母
が
優
越
す
る
形
、
皇
帝
と
の
血
縁
的
な
つ
な
が
り
の
強
さ
が
重
視
さ
れ
る
構
図
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

皇
帝
権
力
が
強
化
さ
れ
た
明
代
に
お
い
て
、
皇
后
（
皇
帝
の
妻
）
は
皇
帝
の
完
全
な
支
配
下
に
あ
り
、
替
え
が
き
く
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か

し
皇
后
か
ら
皇
太
后
（
皇
帝
の
母
）
に
な
る
と
、
血
縁
的
な
つ
な
が
り
か
ら
見
れ
ば
母
と
い
う
尊
属
、
つ
ま
り
皇
帝
の
上
位
に
立
つ
存
在
と
な

り
、
一
定
の
発
言
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
皇
帝
と
の
血
縁
的
な
つ
な
が
り
が
、
皇
后
と
皇
太
后
の
決
定
的
な
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が

皇
太
后
の
行
動
や
発
言
が
重
ん
じ
ら
れ
る
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
登
場
し
た
太
皇
太
后
・
皇
太
后
の
張
氏
・
孫
氏
は
、
二
人
と
も
先
帝
皇
后
で
あ
る
と
同
時
に
皇
帝
生
母
で
あ
る
。

し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、
明
代
は
次
第
に
庶
長
子
に
よ
る
皇
位
継
承
、
つ
ま
り
皇
后
所
生
で
は
な
い
皇
帝
が
増
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
皇

帝
た
ち
は
母
と
し
て
二
人
の
皇
太
后
、
先
帝
皇
后
と
皇
帝
生
母
の
二
者
を
持
つ
こ
と
に
な
る
を
。
こ
の
よ
う
に
二
人
の
皇
太
后
が
並
び
立
つ

状
況
が
明
代
で
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
英
宗
が
土
木
の
変
で
捕
虜
と
な
り
、
代
わ
っ
て
即
位
し
た
景
泰
帝
の
時
で
あ
る
。
そ
し
て
英
宗
か

ら
景
泰
帝
へ
の
皇
位
継
承
に
対
処
し
、
そ
の
過
程
で
生
母
で
は
な
い
皇
太
后
の
立
場
に
初
め
て
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
孫
氏
で
あ
っ
た
。

一
連
の
流
れ
の
な
か
で
彼
女
が
、
当
時
の
政
局
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
見
て
い
き
た
い
。

（

2
）
 

土
木
の
変
と
孫
氏

-108-



本
来
皇
太
后
が
動
く
事
態
は
皇
位
継
承
時
、
そ
れ
も
新
皇
帝
の
即
位
に
問
題
が
生
じ
た
時
で
あ
る
。
し
か
し
孫
氏
が
直
面
し
た
の
は
、
皇

帝
が
存
命
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
の
交
代
を
迫
ら
れ
る
と
い
う
特
異
な
局
面
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
孫
氏
が
こ
う
し
た
事
態
に
ど
う

対
処
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

事
の
発
端
は
正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
）
八
月
、
オ
イ
ラ
ト
の
エ
セ
ン
討
伐
の
た
め
親
征
し
た
英
宗
が
、
土
木
保
一
一
に
お
い
て
オ
イ
ラ
ト
の
捕

虜
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
土
木
の
変
で
あ
る
（
怨
。
英
宗
は
親
征
に
先
立
ち
、
異
母
弟
の
郎
王
を
留
守
に
、
鮒
馬
都
尉
の
焦
敬
を
そ
の
補
佐
に

任
命
し
、
北
京
を
守
る
体
制
を
整
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
措
置
は
、
京
師
に
皇
帝
が
不
在
と
な
る
こ
と
に
対
応
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
留
守
と
は
、
緊
急
重
大
事
が
起
こ
れ
ば
遠
征
中
の
英
宗
に
使
者
を
遣
わ
し
て
裁
断
を
仰
ぎ
、
そ
の
他
の
事
項
は
英
宗
の
帰
京
を
待
っ

て
裁
可
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た

8
0
実
際
英
宗
は
多
く
の
廷
臣
た
ち
を
引
き
連
れ
て
親
征
し
て
お
り
、
留
守
と
は
ま
さ
し
く
留
守
居
役
で

あ
り
、
あ
く
ま
で
す
べ
て
の
権
限
は
英
宗
に
あ
っ
た
。

皇
帝
の
権
力
が
強
化
さ
れ
た
明
代
に
お
い
て
、
皇
帝
に
代
わ
る
人
物
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
土
木
の
変
で
は
多
く
の
廷
臣
が
殺
さ
れ
た

上
、
英
宗
も
す
べ
て
の
決
定
権
を
持
っ
た
ま
ま
捕
虜
と
な
っ
た
。
朝
廷
が
混
乱
す
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
が
、
皇
帝
が
不
在
と
は
い
え
何
も

決
め
ら
れ
な
い
状
態
を
続
け
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
土
木
の
変
か
ら
三
日
後
、
留
守
で
あ
っ
た
郎
王
は
庶
務
を
命
じ
ら
れ
、
廷
臣
に
も
榔
王
の
命
を
聴
く
よ
う
に
と
い
う
、

皇
太
后
の
勅
が
出
さ
れ
た

8
0
さ
ら
に
そ
の
二
日
後
に
は
、
英
宗
の
庶
長
子
見
深
（
後
の
成
化
帝
）
を
立
太
子
す
る
と
い
う
皇
太
后
の
聖
旨
が

あ
り

g
、
そ
の
上
で
皇
太
子
を
郎
王
が
補
佐
す
る
体
制
が
皇
太
后
の
詔
で
布
告
さ
れ
た
（
g
o

こ
れ
ら
の
決
定
は
す
べ
て
「
皇
太
后
勅
」
「
皇

太
后
聖
旨
」
「
皇
太
后
詔
」
、
つ
ま
り
皇
太
后
孫
氏
の
命
令
で
あ
り
、
郎
王
も
廷
臣
た
ち
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
皇
帝
不
在
の
な
か
、
皇
太
后
が
そ
れ
を
代
行
で
き
る
と
、
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
実
際
に
皇
帝
の
職
務
を

臣
下
が
代
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
宙
に
浮
い
た
形
の
皇
帝
の
権
力
を
、
一
時
的
に
で
も
預
か
れ
る
存
在
と
し
て
は
、
皇
帝
の
母

と
い
う
血
縁
的
に
尊
属
の
皇
太
后
し
か
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
お
）

O

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
回
）
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で
は
皇
太
后
は
一
体
い
つ
の
時
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
皇
帝
不
在
を
預
か
る
存
在
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

孫
氏
よ
り
も
以
前
に
皇
位
継
承
問
題
に
直
面
し
た
、
洪
照
帝
皇
后
張
氏
を
例
に
見
る
と
、
彼
女
は
洪
照
帝
崩
御
の
際
、
皇
太
子
（
宣
徳
帝
）

に
皇
位
を
継
承
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
洪
照
帝
の
遺
詔
に
よ
っ
て
皇
帝
の
代
行
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
行
動
し
て
い
る
8
0
そ
の
過
程
で
、
張

氏
自
身
が
遺
詔
の
作
成
に
か
か
わ
っ
た
形
跡
が
あ
る
が

S
、
こ
れ
は
皇
帝
崩
御
に
よ
っ
て
皇
太
后
が
自
動
的
に
権
威
を
持
つ
の
で
は
な
く
、

遺
詔
つ
ま
り
先
帝
の
意
志
こ
そ
が
、
皇
太
后
の
権
威
の
も
と
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
明
で
あ
ろ
う
。
皇
太
后
の
決
定
が
重
ん
じ
ら
れ
る
の

は
、
皇
帝
の
意
志
、
ひ
い
て
は
皇
帝
権
力
あ
っ
て
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、
遺
詔
で
認
め
ら
れ
た
皇
太
后
の
権
威
は
、
先
帝
崩
御
か
ら
新
皇
帝
即
位
ま
で
と
限
定
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
永
続
的
な
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
。
皇
太
后
の
命
令
が
権
威
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
理
由
は
遺
詔
に
あ
る
が
、
同
時
に
皇
太
后
の
権
威
を
制
限
す
る
の
も
ま

た
、
遺
詔
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
孫
氏
の
場
合
、
皇
帝
で
あ
る
英
宗
は
不
在
で
あ
っ
て
も
崩
御
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
皇
帝
と
し
て
命
令
で
き
る
状
況
に
も
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
来
な
ら
ば
遺
詔
な
ど
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ
る
は
ず
の
、
皇
帝
権
力
に
よ
る
裏
打
ち
の
な
い
な
か
で
、
孫
氏
は
当
時
二

歳
に
満
た
な
か
っ
た
英
宗
の
庶
長
子
を
皇
太
子
に
し

8
、
郎
王
に
補
佐
さ
せ
る
と
い
う
体
制
を
作
り
上
げ
た
。
こ
れ
は
英
宗
の
生
存
と
帰
還
、

仮
に
そ
れ
が
な
ら
ず
と
も
英
宗
の
子
が
後
継
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

孫
氏
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
皇
太
后
と
い
う
地
位
の
正
統
性
の
根
拠
は
英
宗
で
あ
り
、
英
宗
と
そ
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
こ
そ
が
望
む

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
本
来
な
ら
ば
皇
太
后
が
命
令
を
下
す
際
に
あ
る
は
ず
の
、
皇
帝
権
力
に
よ

る
裏
打
ち
が
な
い
状
態
で
、
こ
れ
以
上
の
命
令
は
下
し
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
当
時
は
英
宗
が
捕
ら
わ
れ
、
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
非
常
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
混
乱
状
況
の
な
か
で
、
幼
い
皇
太
子
を
補

佐
す
る
体
制
、
つ
ま
り
皇
帝
不
在
状
態
が
長
期
間
あ
っ
て
よ
い
は
ず
が
な
く
、
や
が
て
郎
王
が
新
皇
帝
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
英

宗
が
生
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
皇
帝
が
即
位
す
る
と
い
う
事
態
に
、
皇
太
后
孫
氏
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

-llO-
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景
泰
帝
即
位
と
皇
太
后
の
権
威

土
木
の
変
後
の
非
常
事
態
の
な
か
、
新
皇
帝
を
即
位
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
廷
臣
た
ち
か
ら
起
き
た
。
孫
氏
が
皇
太
子
を
補
佐
す
る

体
制
を
作
っ
た
そ
の
七
日
後
、
郎
王
即
位
の
請
願
が
孫
氏
に
上
奏
さ
れ
た
の
で
あ
る
を
。
こ
れ
に
対
し
孫
氏
は
す
ぐ
に
郎
玉
に
即
位
を
命
じ

る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
『
明
史
』
に
は
宣
徳
帝
の
同
母
弟
、
洪
照
帝
の
第
五
子
で
洪
照
帝
皇
后
張
氏
の
子
で
あ
る
嚢
王
を
呼
び
寄
せ
よ
う

と
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
犯
）

O

こ
れ
に
つ
い
て
川
越
泰
博
氏
は
、
孫
氏
が
新
皇
帝
擁
立
の
条
件
と
し
て
、
年
齢
が
高
く
幼
い
皇
太
子
へ
の
シ
ョ
ー
ト
リ
リ
ー
フ
が
果
た
せ

る
こ
と
、
そ
し
て
新
た
な
皇
太
后
と
な
る
生
母
が
い
な
い
と
い
ヨ
二
点
を
満
た
し
て
い
る
、
嚢
王
を
担
ご
う
と
考
え
て
い
た
と
し
て
い
る
さ
。

そ
の
点
で
郎
玉
は
、
英
宗
よ
り
も
一
歳
年
下
と
若
い
上
、
生
母
も
存
命
で
あ
り
、
孫
氏
の
考
え
る
候
補
者
の
条
件
と
は
合
致
し
な
か
っ
た
。

ま
た
榔
王
の
生
母
の
存
在
は
、
後
に
皇
太
后
が
二
人
出
現
す
る
原
因
と
も
な
る
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
。

と
も
か
く
、
孫
氏
は
廷
臣
た
ち
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
新
皇
帝
の
即
位
を
決
定
し
、
郷
王
は
即
位
し
て
景
泰
帝
と
な
り
、
英
宗
は
太
上
皇

帝
と
な
っ
た

8
0
こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
廷
臣
た
ち
が
新
皇
帝
即
位
を
皇
太
后
孫
氏
に
請
願
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
皇
太
后

の
命
令
が
、
皇
帝
即
位
に
不
可
欠
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
明
と
も
言
え
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
本
来
皇
太
后
の
権
威
は
、
皇
帝
権
力

に
よ
る
裏
打
ち
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
、
皇
帝
で
あ
る
英
宗
に
は
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
当
時
の
政
界
の
ど

の
よ
う
な
理
解
の
も
と
に
、
皇
太
后
の
命
令
は
扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
景
泰
帝
は
孫
氏
の
命
令
で
即
位
し
た
。
そ
し
て
こ
の
知
ら
せ
が
、
北
京
に
不
在
と
は
い
え
れ
っ
き
と
し
た
皇
帝
で
あ
る
英
宗

に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
景
泰
帝
即
位
か
ら
十
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
知
ら
せ
に
接
し
た
英
宗
は
、
郎
王
に
位
を
譲
る
内
容
の
書
を
書
か
せ

て
い
る
さ
。
つ
ま
り
景
泰
帝
即
位
は
ま
ず
皇
太
后
の
命
令
に
よ
っ
て
決
定
し
、
そ
の
後
に
英
宗
に
退
位
及
び
新
皇
帝
即
位
の
承
認
を
得
る
形

で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
皇
太
后
の
権
威
の
み
で
皇
帝
交
代
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
英
宗
が
位
を
譲
る
と
書
く
必
要
は
な
い
。
こ
れ
は
、
皇
位
継
承
に
は
皇
太

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相

l
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
田
）
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后
の
命
令
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
の
命
令
が
や
は
り
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
皇
太
后
の
決
定
に
は
、
張
氏
が
洪
照
帝
の
遺

詔
作
成
に
か
か
わ
っ
た
よ
う
に
、
後
付
け
で
あ
っ
て
も
皇
帝
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
、
絶
対
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
景
泰

帝
の
即
位
は
英
宗
が
生
存
し
て
い
る
と
い
う
事
情
か
ら
、
皇
太
后
の
命
令
を
皇
帝
が
追
認
す
る
形
で
権
威
付
け
る
と
い
う
、
特
異
な
形
式
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
来
皇
位
継
承
と
は
皇
帝
の
崩
御
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
発
せ
ら
れ
る
遺
詔
の
実
行
者
と
し
て
、
皇
太
后
は
新
皇
帝
が
決
定
す

る
ま
で
の
、
ご
く
短
期
間
の
み
保
障
さ
れ
た
権
威
を
持
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
新
皇
帝
即
位
に
皇
太
后
の
命
令
が
不
可
欠
な
の
は
、
皇
帝

の
意
志
の
代
行
者
と
し
て
の
命
令
だ
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
本
当
に
必
要
な
の
は
、
皇
帝
の
命
令
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
形
に
な
っ
た
が
、
と
も
か
く
英
宗
は
退
位
し
、
景
泰
帝
が
新
皇
帝
と
し
て
即
位
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
皇
太
后

の
権
威
は
新
皇
帝
が
即
位
す
る
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
景
泰
帝
は
孫
氏
に
と
っ
て
は
血
縁
的
な
つ
な
が
り
が
一
切
な
い
皇
帝
で
あ
っ

た
。
孫
氏
は
皇
帝
の
母
と
い
う
、
皇
太
后
と
し
て
の
正
統
性
の
根
拠
を
失
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
状
況
下
で
、
景
泰
帝
は
彼
女

を
皇
太
后
と
し
て
尊
重
し
て
い
る
が
、
一
方
で
自
分
の
生
母
を
も
皇
太
后
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
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二
人
の
皇
太
后

土
木
の
変
を
経
て
、
郎
王
が
即
位
し
て
景
泰
帝
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
英
宗
は
退
位
す
る
形
で
太
上
皇
帝
と
な
っ
た
。
景
泰
帝
は
即
位
に

際
し
、
オ
イ
ラ
ト
か
ら
帰
還
し
た
者
か
ら
口
上
で
伝
え
ら
れ
た
英
宗
の
命
令
で
、
登
極
す
る
と
し
て
い
る

2
0
し
か
し
先
述
の
よ
う
に
、
英

宗
に
報
告
が
届
い
た
の
は
彼
が
即
位
し
た
十
日
後
で
あ
る
。
景
泰
帝
が
即
位
す
る
時
に
英
宗
の
命
令
を
受
け
ら
れ
る
は
ず
が
な
く
、
即
位
の



詔
は
担
造
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
景
泰
帝
の
即
位
は
英
宗
か
ら
認
め
ら
れ
る
前
に
、
い
わ
ば
皇
帝
権
力

の
後
ろ
盾
の
な
い
ま
ま
、
皇
太
后
の
命
令
を
先
行
さ
せ
る
形
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

景
泰
帝
は
即
位
の
た
め
に
、
皇
太
后
の
命
令
を
利
用
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
こ
う
し
た
皇
太
后
の
命
令
が
最
優
先
で
実
行
さ
れ
る
の

は
、
新
皇
帝
が
決
定
す
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
以
上
、
景
泰
帝
が
即
位
し
た
瞬
間
、
孫
氏
は
発
言
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
か

っ
た
。景

泰
帝
は
立
太
子
さ
れ
英
宗
の
長
子
を
、
引
き
続
き
皇
太
子
と
し
て
お
り
、
孫
氏
が
作
っ
た
英
宗
帰
還
、
仮
に
そ
れ
が
な
ら
ず
と
も
英

宗
の
子
孫
が
即
位
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
体
制
は
、
継
続
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
た
。
孫
氏
が
子
の
英
宗
、
及
び
孫
の
皇
太
子
に
こ
だ
わ

っ
た
理
由
は
、
血
縁
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
子
や
孫
が
皇
帝
で
あ
る
こ
と
が
、
孫
氏
の
皇
太
后
と
し
て
の
正
統
性
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
血
縁
的
つ
な
が
り
の
な
い
景
泰
帝
の
即
位
は
、
そ
の
根
拠
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。

子
で
あ
る
英
宗
は
遠
く
オ
イ
ラ
ト
に
捕
ら
わ
れ
、
ま
た
新
皇
帝
即
位
に
臨
ん
で
退
位
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
も
は
や
孫
氏
の
皇
太
后
と

し
て
の
正
統
性
の
根
拠
は
孫
の
皇
太
子
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
血
縁
的
つ
な
が
り
の
な
い
景
泰
帝
の
即
位
は
、
孫
氏
の
権
威
を
ど
う
し
て
も

低
下
さ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
景
泰
帝
は
、
孫
氏
を
上
聖
皇
太
后
と
し
、
英
宗
の
妃
で
皇
太
子
生
母
の
周
氏
を
貴
妃
と
し
た
。
さ
ら
に
景
泰
帝
は
生
母
呉

氏
を
皇
太
后
、
郎
王
妃
在
氏
を
皇
后
と
し
、
そ
れ
ま
で
皇
后
で
あ
っ
た
英
宗
皇
后
銭
氏
を
皇
后
の
住
ま
い
で
あ
る
坤
寧
宮
か
ら
仁
寿
宮
に
移

し
、
英
宗
が
帰
還
す
れ
ば
元
に
戻
す
と
し
た
の
で
あ
る
さ
。

景
泰
帝
の
こ
の
措
置
を
一
つ
一
つ
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
ま
ず
孫
氏
に
上
聖
皇
太
后
と
い
う
尊
号
を
つ
け
る
こ
と
で
そ
の
地
位
を
保
証
し

て
い
る
。
そ
し
て
周
氏
を
貴
妃
に
格
上
げ
す
る
こ
と
は
、
彼
女
を
皇
太
子
の
母
と
し
て
尊
重
す
る
も
の
で
あ
り
、
孫
氏
が
作
っ
た
英
宗
及
び

そ
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
を
前
提
と
す
る
体
制
を
、
維
持
す
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
景
泰
帝
は
自
分
の
生

母
を
皇
太
后
と
し
、
皇
太
后
が
二
人
同
時
に
存
在
す
る
状
態
を
作
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
孫
氏
を
上
聖
皇
太
后

と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
母
を
皇
太
后
に
し
た
理
由
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相
！
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
回
）
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景
泰
帝
の
生
母
呉
氏
と
は
、
官
一
徳
帝
賢
妃
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
英
宗
は
孫
氏
が
皇
后
に
な
っ
た
こ
と
で
嫡
子
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

異
母
弟
の
景
泰
帝
は
宣
徳
帝
の
庶
子
で
あ
り
、
や
は
り
こ
の
出
自
が
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
の
よ
う
に
明
代
は
英
宗
ま
で
、
ま
が
り
な
り
に
も
嫡
子
に
よ
る
皇
位
継
承
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
状
況
で
皇
太
后
と
は
、
先
帝
皇
后

と
皇
帝
生
母
の
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
に
生
母
を
皇
太
后
と
す
る
行
為
は
、
生
母
を
先
帝
（
宣
徳
帝
）
の

皇
后
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
庶
子
と
い
う
景
泰
帝
の
出
自
を
修
正
し
嫡
子
化
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
事
態
に
際
し
て
皇
帝
権
力

に
よ
る
裏
打
ち
の
な
い
状
況
下
で
、
皇
太
后
の
命
令
に
よ
っ
て
即
位
し
た
景
泰
帝
に
と
り
、
即
位
の
正
当
性
を
示
す
た
め
の
必
要
不
可
欠
な

行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
景
泰
帝
が
生
母
を
皇
太
后
に
、
つ
ま
り
宣
徳
帝
の
皇
后
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
宣
徳
帝
皇
后
で
あ
る
孫
氏
の
、
皇
太

后
と
し
て
の
基
盤
を
さ
ら
に
喪
失
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
皇
太
后
が
二
人
い
る
と
い
う
状
態
は
、
そ
れ
ま
で
一
つ
し
か
な
か
っ
た
皇

太
后
の
地
位
の
量
産
で
も
あ
り
、
皇
太
后
の
権
威
の
分
散
ま
た
は
相
対
化
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
川
越
泰
博
氏
が
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
、
生
母
が
存
命
し
て
い
る
か
否
か
は
、
皇
太
后
と
し
て
の
立
場
を
考
え
る
と
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
8
0

一
方
、
景
泰
帝
が
生
母
を
皇
太
后
と
し
た
の
は
、
皇
位
継
承
の
正
当
化
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
正
当
化
と
は
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
帝
位
を
守
る
行
為
で
あ
り
、
ま
た
自
分
の
子
孫
に
そ
れ
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
景
泰
帝
が
英
宗
帰
還
を
前
提

に
一
時
的
に
帝
位
に
つ
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
正
当
化
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
す
る
必
要
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
が
あ
え
て
そ

れ
を
行
っ
た
の
に
は
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。

た
し
か
に
即
位
当
時
、
景
泰
帝
は
英
宗
の
庶
長
子
を
引
き
続
き
皇
太
子
と
し
、
孫
氏
が
作
っ
た
英
宗
帰
還
、
も
し
く
は
英
宗
の
子
へ
の
皇

位
継
承
を
前
提
と
し
た
体
制
を
維
持
し
て
い
た
。
し
か
し
実
際
は
英
宗
帰
還
後
も
、
彼
は
皇
位
に
あ
り
続
け
た
。
景
泰
帝
が
い
つ
か
ら
皇
位

に
執
着
し
出
し
た
の
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
土
木
の
変
に
よ
っ
て
、
本
来
手
に
入
る
は
ず
の
な
か
っ
た
位
に
つ
い
た
以
上
、
手
放
し

た
く
な
く
な
る
の
が
人
情
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
位
を
自
分
の
子
孫
に
継
承
さ
せ
た
い
と
考
え
る
の
も
ま
た
、
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ

三
円
ノ
。
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こ
う
し
て
つ
い
に
景
泰
三
年
（
一
四
五
二
）
、
景
泰
帝
は
皇
太
子
を
廃
し
、
我
が
子
を
立
太
子
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
易

儲
は
皇
位
継
承
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
や
は
り
皇
太
后
が
登
場
す
る
。
で
は
そ
の
際
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
皇
太
后
が
二
人

い
る
と
い
う
状
況
で
、
孫
氏
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（

2
）
 

易
儲
問
題

土
木
の
変
よ
り
一
年
後
、
英
宗
は
北
京
に
帰
還
を
果
た
し
た
が
南
宮
に
軟
禁
生
活
を
強
い
ら
れ
、
景
泰
帝
が
帝
位
を
占
め
続
け
た
。
景
泰

帝
が
ど
の
時
点
か
ら
皇
帝
在
位
の
継
続
、
そ
し
て
自
分
の
皇
統
に
よ
る
皇
位
継
承
を
意
識
し
始
め
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
明
確
な
意

志
を
持
っ
て
行
動
を
起
こ
し
た
の
は
、
景
泰
三
年
（
一
四
五
二
）
五
月
、
英
宗
の
庶
長
子
で
あ
る
皇
太
子
を
廃
し
、
自
ら
の
子
見
済
を
皇
太
子

と
し
た
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
易
儲
に
お
い
て
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
易
儲
は
皇
太
子
の
交
代
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
景
泰
帝
皇
后
託
氏
の
廃
后
、
代
わ
っ
て
皇
太
子
生
母
杭
氏
の
立
后
が
同
時
に

行
わ
れ
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
さ
。

先
述
の
宣
徳
帝
皇
后
胡
氏
の
例
か
ら
見
て
も
、
皇
后
の
地
位
は
非
常
に
脆
弱
で
あ
り
、
廃
后
と
皇
后
交
代
は
皇
帝
の
命
令
一
つ
で
簡
単
に

で
き
て
し
ま
う
が
、
世
間
か
ら
の
批
判
は
免
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
宣
徳
帝
が
廃
后
を
敢
行
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
皇
太
子
（
後
の
英
宗
）

を
嫡
子
と
し
、
皇
位
継
承
の
不
安
を
軽
減
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
で
は
、
景
泰
帝
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

『
明
史
』
に
よ
る
と
、
皇
后
注
氏
の
廃
后
の
理
由
は
英
宗
の
庶
長
子
の
廃
太
子
に
反
対
し
た
た
め
、
つ
ま
り
易
儲
に
対
す
る
景
泰
帝
へ
の

異
議
申
し
立
て
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
さ
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
が
廃
后
の
原
因
で
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
宣
徳
帝
皇
后
胡
氏
の
例
と
同
様
に
、

世
間
の
理
解
が
得
ら
れ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
む
し
ろ
宣
徳
帝
の
時
と
同
じ
く
、
重
要
な
の
は
皇
后
の
事
情
で
は
な
く
、
新
し
く
皇
太
子

と
な
っ
た
見
済
が
皇
后
所
生
で
は
な
い
、
つ
ま
り
庶
子
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
託
氏
に
代
わ
っ
て
皇
后
と
な
っ
た
の

は
、
皇
太
子
の
母
で
あ
る
杭
氏
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
景
泰
帝
は
自
ら
を
正
当
化
し
た
の
と
同
様
に
、
子
を
嫡
子
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相

l
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
！
（
前
田
）
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た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
景
泰
帝
の
意
図
が
あ
る
な
か
で
、
注
目
し
た
い
の
は
易
儲
が
「
聖
母
上
聖
皇
太
后
の
蕗
旨
を
蒙
り
て
」
行
わ
れ
た
点
で
あ
る

（
包
。
孫
氏
と
し
て
は
、
子
の
英
宗
が
退
位
し
南
宮
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
状
態
下
に
あ
っ
て
、
皇
太
后
と
し
て
の
正
統
性
の
唯
一
の
根
拠
は
孫

の
皇
太
子
で
あ
る
。
そ
れ
を
廃
す
る
こ
と
を
承
知
し
た
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
が
そ
れ
に
つ
い
て
抗
議
・
拒
否
し
た

形
跡
は
『
明
英
宗
実
録
』
か
ら
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
宣
徳
帝
が
胡
氏
を
廃
后
し
た
時
の
よ
う
に
、
皇
太
后
は
最
終
的
に
は
皇
帝
の

命
令
に
は
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

皇
太
后
が
皇
帝
の
意
思
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
景
泰
帝
は
皇
太
子
の
廃
立
に
皇
太
后
の
命
令
を
受
け
る
形
を
取

っ
た
の
は
、
や
は
り
皇
位
継
承
に
か
か
わ
る
問
題
に
皇
太
后
が
不
可
欠
で
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
証
左
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
当
時
は
孫
氏
と
呉
氏
の
二
人
が
皇
太
后
と
し
て
存
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
易
儲
が
、

景
泰
帝
及
び
新
皇
太
子
と
血
縁
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
生
母
呉
氏
で
は
な
く
、
前
皇
帝
の
母
で
あ
る
孫
氏
の
命
令
で
行
わ
れ
た
の
は
、
な
ぜ

な
の
か
。

景
泰
帝
は
皇
太
子
廃
立
の
命
令
の
な
か
で
、
孫
氏
を
「
聖
母
上
聖
皇
太
后
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
聖
母
と
は
、
皇
帝
生
母
を
表
す
言
葉

で
あ
る
。
孫
氏
と
景
泰
帝
に
は
血
縁
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
た
め
、
こ
れ
は
景
泰
帝
生
母
で
は
な
く
、
南
宮
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
英
宗
生
母

の
意
味
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
孫
氏
が
同
じ
皇
太
后
で
あ
っ
て
も
、
後
宮
に
お
い
て
最
上
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
皇
帝
と
な
っ
て
数
年
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
権
力
の
基
盤
が
充
分
に
確
立
し
て
い
な
い
景
泰
帝
と
し
て
は
、
即
位
の
根
拠

と
な
っ
た
孫
氏
を
、
ま
だ
尊
重
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

実
は
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
景
泰
帝
と
似
た
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
皇
帝
が
い
る
。
傍
系
か
ら
即
位
し
た
嘉
靖
帝
は
、
弘
治
帝
皇
后
張
氏

の
命
令
を
そ
の
即
位
の
根
拠
と
し
た
。
ま
た
、
自
ら
の
生
父
母
を
皇
帝
・
皇
后
と
し
て
扱
う
よ
う
に
求
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
礼
の
議
を

起
こ
し
て
い
る
が
、
即
位
当
初
は
や
は
り
権
力
の
基
盤
が
弱
か
っ
た
た
め
、
張
氏
を
聖
母
と
し
て
尊
重
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

後
年
は
そ
の
張
氏
を
押
し
の
け
て
、
藩
王
妃
で
あ
っ
た
生
母
蒋
氏
を
皇
太
后
、
聖
母
と
し
て
扱
う
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
さ
。
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こ
の
よ
う
に
景
泰
帝
が
皇
位
に
あ
り
続
け
れ
ば
、
自
分
の
皇
統
に
よ
る
皇
位
継
承
の
一
環
と
し
て
、
生
母
呉
氏
の
地
位
・
権
威
と
も
に
孫

氏
を
上
回
る
も
の
に
し
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。
し
か
し
注
氏
に
代
わ
り
杭
氏
を
立
后
し
た
こ
と
で
、
嫡
子
と
な
っ
た
景
泰
帝
の
子
見
済

は
、
早
く
も
立
太
子
の
翌
年
の
景
泰
四
年
（
一
四
五
三
）
十
一
月
に
嘉
去
、
皇
太
子
の
母
で
皇
后
の
杭
氏
も
景
泰
七
年
（
一
四
五
六
）
二
月
に
崩

御
し
、
自
ら
の
皇
統
に
よ
る
皇
位
継
承
と
い
う
景
泰
帝
の
目
論
見
は
早
々
に
破
綻
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
同
年
十
二
月
に
は
、
景
泰
帝
自

身
も
不
珠
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
起
こ
っ
た
奪
門
の
変
に
よ
り
、
英
宗
が
復
僻
し
た
。
『
明
史
』
に
よ
る
と
奪
門
の
変
に
関
わ
っ
た
廷
臣
た
ち
は
、
英
宗

の
復
砕
を
事
前
に
孫
氏
に
報
告
し
、
彼
女
も
許
可
を
出
し
て
い
る
8
0
こ
の
廷
臣
た
ち
の
行
動
は
、
皇
位
に
か
か
わ
る
問
題
に
は
、
や
は
り

皇
太
后
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
証
左
で
あ
り
、
ま
た
廷
臣
た
ち
の
行
動
の
正
統
性
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
奪
門
の
変
に
お
い
て
孫
氏
が
許
可
を
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
景
泰
帝
の
即
位
時
と
同
じ
く
、
本
来
必
要
な
皇
帝
権
力
に
よ

る
権
威
の
裏
打
ち
は
な
い
。
景
泰
帝
は
動
け
ず
、
英
宗
は
幽
閉
さ
れ
て
接
触
を
持
て
な
い
と
い
う
状
況
は
、
皇
帝
権
力
が
宙
に
浮
い
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
土
木
の
変
の
時
と
同
様
に
、
孫
氏
は
皇
帝
権
力
に
よ
る
裏
打
ち
の
な
い
ま
ま
、
皇
太
后
と
し
て
命
令

を
下
し
た
の
で
あ
る
。

景
泰
帝
即
位
の
際
は
英
宗
の
追
認
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
奪
門
の
変
で
は
英
宗
が
復
僻
し
た
こ
と
に
よ
り
、
孫
氏
は
皇
太
后
と
し
て
の
正

統
性
の
根
拠
を
再
び
取
り
戻
し
た
。
そ
し
て
景
泰
帝
は
廃
さ
れ
て
、
戯
王
に
戻
さ
れ
る
が
そ
れ
は
、
孫
氏
の
命
令
と
い
う
形
が
取
ら
れ
て
い

る

g
。
ま
た
、
一
度
は
廃
さ
れ
た
英
宗
の
庶
長
子
見
深
が
再
び
立
太
子
さ
れ
る
時
に
も
、
孫
氏
の
命
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る

go

こ
の
よ
う
に
孫
氏
と
そ
の
命
令
は
、
土
木
の
変
か
ら
始
ま
る
景
泰
年
間
と
そ
の
後
の
天
順
年
間
に
至
る
ま
で
、
皇
位
継
承
に
か
か
わ
る
問

題
に
は
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
遇
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相
｜
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に

l
（
前
田
）
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本
稿
で
は
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
通
し
て
、
明
代
の
皇
后
と
皇
太
后
の
違
い
、
そ
し
て
皇
位
継
承
に
絡
む
皇
太
后
の
動
き
と
権
威
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
た
。

ま
ず
皇
后
に
つ
い
て
は
、
宣
徳
帝
皇
后
胡
氏
の
例
の
よ
う
に
、
皇
后
は
皇
帝
の
命
令
一
つ
で
簡
単
に
廃
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
脆
弱
な
存

在
で
あ
る
。
宣
徳
帝
は
胡
氏
に
代
わ
り
孫
氏
を
立
后
し
た
が
、
そ
れ
は
皇
太
子
の
嫡
子
化
と
い
う
目
的
の
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
女
を
皇
后
た

ら
し
め
た
も
の
は
、
皇
太
子
の
母
、
つ
ま
り
次
期
皇
帝
と
の
血
縁
的
な
つ
な
が
り
が
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
が
脆
弱
な
皇
后
の
地
位
を
保
証
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
皇
后
が
皇
帝
の
崩
御
に
よ
っ
て
皇
太
后
と
な
る
と
、
皇
帝
不
在
に
お
い
て
は
大
き
な
権
威
を
持
ち
、
皇
位
継
承
に
関
わ
る
す
べ
て

の
事
柄
に
必
要
な
人
物
と
し
て
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
差
異
は
、
皇
帝
と
の
血
縁
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

世
に
並
ぶ
者
な
き
皇
帝
に
と
っ
て
皇
后
（
妻
）
は
臣
下
と
同
列
で
あ
っ
て
も
、
皇
太
后
（
母
）
は
血
縁
的
な
側
面
か
ら
見
る
と
、
尊
属
と
い
う
皇

帝
の
上
に
立
つ
存
在
と
な
る
こ
と
か
ら
、
時
に
宙
に
浮
い
た
皇
帝
位
や
そ
の
権
力
を
一
時
的
に
預
か
り
う
る
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
皇
太
后
は
、
皇
帝
崩
御
の
際
に
は
そ
の
命
令
は
大
き
な
権
威
を
も
っ
て
、
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
皇
太
后
の
命
令
は
そ
れ
単
体
で
は
権
威
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
皇
帝
の
遺
詔
を
受
け
、
そ
の
代
行
者
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
命
令
は
最
優
先
事
項
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
皇
太
后
の
権
威
の
源
泉
は
皇
帝
権
力
で
あ

り
、
ま
た
皇
帝
に
認
め
ら
れ
た
皇
太
后
の
権
威
も
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
、
新
皇
帝
即
位
ま
で
の
ご
く
短
期
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

ま
た
、
注
意
し
た
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
皇
太
后
の
権
威
は
皇
帝
権
力
に
よ
っ
て
期
間
を
限
定
さ
れ
た
形
で
存
在
す
る
、
つ
ま
り
皇
帝
を

越
え
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
の
証
明
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
土
木
の
変
で
は
、
孫
氏
の
子
の
英
宗
は
全
権
を
握
っ
た
ま
ま
オ
イ
ラ
ト
の
捕
虜
と
な
り
、
皇
帝
不
在
で
は
あ
る
も
の
の
生
存
し
て

い
る
と
い
う
稀
有
な
状
況
が
生
じ
た
。
孫
氏
は
皇
位
継
承
の
危
機
に
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
受
け
ら
れ
る
は
ず
の
皇
帝
権
力
に
よ
る
権
威
の

裏
打
ち
な
い
ま
ま
、
臨
時
の
体
制
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
、
廷
臣
か
ら
監
固
と
し
て
国
政
を
み
る
立
場
に
あ
っ
た
榔
王
の
即
位
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が
孫
氏
に
上
奏
さ
れ
、
景
泰
帝
が
即
位
す
る
。

新
皇
帝
即
位
を
廷
臣
た
ち
が
皇
太
后
に
要
請
し
て
い
る
の
は
、
皇
位
継
承
に
皇
太
后
の
命
令
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
皇
太
后
の
命
令
一
つ
で
行
え
る
も
の
で
は
本
来
な
い
。
後
に
景
泰
帝
即
位
に
つ
い
て
英
宗
が
追
認
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
皇
位
継
承
は
皇
帝
の
命
令
（
遺
詔
）
と
そ
の
代
行
者
で
あ
る
皇
太
后
の
命
令
が
セ
ッ
ト
で
必
要
で
あ
り
、
皇
太
后
の
命
令

単
体
で
行
え
る
も
の
で
は
な
い
。
特
殊
な
状
況
下
で
本
来
の
手
順
が
踏
め
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
ず
皇
太
后
の
命
令
あ
り
き
と
い
う
状

況
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
奪
門
の
変
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
る
手
法
と
な
っ
た
。

皇
帝
の
尊
属
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
皇
帝
よ
り
も
上
位
に
立
ち
う
る
皇
太
后
の
命
令
は
、
時
に
皇
帝
の
命
令
よ
り
も
先
行
す
る
こ
と
が

あ
る
点
は
、
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
。
本
来
は
皇
帝
権
力
の
裏
打
ち
な
し
に
機
能
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
を
、
緊
急
事
態
を
乗
り
切
る
べ

く
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
や
は
り
後
付
け
で
あ
っ
て
も
皇
帝
の
承
認
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
皇
帝
の
権
威
を
超
え
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
明
代
的
な
特
徴
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（
号

本
稿
で
は
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
取
り
上
げ
た
が
、
彼
女
は
奪
門
の
変
で
復
砕
し
た
子
の
英
宗
の
在
位
中
で
あ
る
、
天
順
六
年
（
一
四
六
二
）

九
月
に
崩
御
し
た

g
。
こ
れ
以
降
の
明
代
に
、
皇
位
継
承
問
題
が
ま
っ
た
く
起
き
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
た
び
に
皇
太
后
が
事
の

対
処
に
あ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
異
色
と
も
い
え
る
の
が
、
明
末
に
起
こ
っ
た
三
案
と
呼
ば
れ
る
争
議
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
の
皇
帝
万

暦
帝
と
泰
昌
帝
、
そ
れ
に
続
く
天
啓
帝
と
、
皇
位
継
承
に
大
き
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る

重
要
人
物
で
あ
る
は
ず
の
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
は
お
ろ
か
皇
后
す
ら
も
、
不
在
も
し
く
は
身
動
き
が
と
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
が
あ
る
。

皇
帝
の
不
在
、
も
し
く
は
皇
帝
の
命
令
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
て
、
皇
帝
権
力
の
裏
打
ち
は
な
く
と
も
、
土
木
の
変
や

奪
門
の
変
は
、
皇
太
后
の
命
令
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
収
拾
を
図
っ
た
。
こ
う
し
た
例
か
ら
考
え
て
、
逆
に
皇
帝
で
は
な
く

皇
太
后
の
不
在
は
、
政
局
に
ど
の
よ
う
な
影
響
や
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
末
の
後
宮
に
か
か
わ
る
諸
問
題
や
、
明
代
の
皇
太

后
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相

l
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
田
）
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東
洋
史
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註
『
皇
明
祖
訓
』
法
律
。

凡
朝
廷
無
皇
子
、
必
兄
終
弟
及
。
須
立
嫡
母
所
生
者
、
庶
母
所
生
雄
長
不
得
立
。
若
姦
臣
棄
嫡
立
庶
、
庶
者
必
当
守
分
勿
動
。
遣
信
報
嫡
之
当
立

者
、
務
以
嫡
臨
君
位
、
朝
廷
応
即
斬
姦
臣
。

拙
稿
「
明
朝
の
皇
位
継
承
問
題
と
皇
太
后
｜
誠
孝
皇
后
張
氏
を
例
に
｜
」
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
九
号
、
二

O

一O
年。

2 3 

郎
仲
麟
「
明
代
謹
選
后
妃
及
其
規
制
」
『
明
代
研
究
』
第
了
一
期
、
二

O
O八
年
。

朱
子
彦
『
帝
国
九
重
天
｜
｜
中
国
後
宮
制
度
変
遷
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二

O
O六
年
。

谷
口
や
す
よ
「
漢
代
の
皇
后
権
」
『
史
学
雑
誌
』
八
十
七
l
一
一
、
一
九
七
八
年
。

拙
稿
「
大
礼
の
議
に
お
け
る
慈
寿
皇
太
后
の
麓
旨
の
意
味
」
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
十
号
、
二

O
一
一
年
。

拙
稿
コ
嫡
母
」
と
「
生
母
」

1

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
待
遇
と
歴
史
的
位
置
」
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
十
二

号
、
二

O
二
ニ
年
三
月
発
刊
予
定
。

荷
見
守
義
「
景
泰
政
権
成
立
と
孫
皇
太
后
」
『
東
洋
学
報
』
八
十
二
l
一
、
二

0
0
0年。

『
典
故
紀
聞
』
巻
二
。

4 5 6 
（

7
）
 

太
祖
以
元
末
之
君
不
能
厳
宮
闘
之
政
、
至
宮
嬢
女
謁
私
通
外
臣
、
而
納
其
賄
賂
、
或
施
金
串
於
僧
道
、
或
番
僧
入
宮
中
摂
持
受
戒
、
而
大
臣
命
婦
、

亦
往
来
禁
披
、
淫
涜
邪
乱
、
礼
法
蕩
然
、
以
至
於
亡
。
遂
深
戒
前
代
之
失
、
著
為
令
典
、
停
世
守
之
。
皇
后
之
尊
、
止
得
治
宮
中
嬢
婦
之
事
、
即

宮
門
之
外
、
事
髪
事
不
預
駕
。
自
后
妃
以
下
至
嬢
侍
女
使
、
大
小
衣
食
之
費
、
金
銀
銭
吊
器
用
百
物
之
供
、
皆
自
尚
宮
奏
之
、
市
後
発
内
使
監
官

覆
奏
、
方
得
赴
所
部
関
領
。
若
尚
宮
不
及
奏
、
而
膿
膿
発
内
官
監
、
監
官
不
覆
奏
而
親
撞
領
之
部
者
、
皆
論
以
死
、
或
以
私
書
出
外
者
、
罪
亦
知

-120-



之。

8 

拙
稿
「
明
代
後
宮
と
后
妃
・
女
官
制
度
」
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
八
号
、
二

O
O九
年
。

宣
徳
帝
皇
后
胡
氏
と
後
述
の
景
泰
帝
皇
后
証
氏
の
他
、
成
化
帝
皇
后
呉
氏
、
嘉
靖
帝
皇
后
張
氏
が
廃
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
孫
氏
、
杭
氏
、
王
氏
、
方

氏
が
代
わ
っ
て
皇
后
と
な
っ
て
い
る
。

『
明
宣
宗
実
録
』
巻
三
十
九
、
官
一
徳
三
年
三
月
葵
未
。

9 10 

命
鮒
馬
都
尉
西
寧
侯
宋
瑛
・
太
子
少
侍
工
部
尚
書
兼
謹
身
殿
大
学
士
楊
栄
、
為
正
副
使
持
節
、
冊
貴
妃
孫
氏
為
皇
后
。
初
皇
后
胡
氏
為
皇
太
子
妃
、

上
即
位
立
為
后
。
職
年
嬰
疾
久
弗
壌
、
請
於
上
回
、
中
宮
之
位
以
上
承
至
尊
奉
宗
廟
之
把
、
致
聖
母
之
養
、
而
下
理
宮
闇
之
政
所
係
甚
重
。
妾
久

病
致
宗
廟
之
杷
、
聖
母
之
養
、
皆
皇
上
独
任
其
労
中
壷
之
事
、
又
無
所
統
。
妾
夙
夜
心
不
自
安
白
付
薄
福
不
可
、
以
恭
斯
位
、
惟
大
思
賜
之
間
居
、

別
選
賢
徳
以
位
中
宮
。
妾
余
生
庶
延
永
久
。
上
驚
樗
目
、
皇
后
何
為
出
此
言
、
人
病
有
愈
時
、
量
当
妄
思
及
此
其
勿
言
。
数
日
后
復
申
前
請
、
上

慰
諭
再
三
日
、
皇
后
安
意
養
疾
近
聞
医
者
言
疾
漸
向
安
勿
妄
思
也
。
一
日
皇
太
后
視
后
疾
、
后
請
辞
位
就
関
知
請
於
上
者
。
皇
太
后
日
、
娼
婦
何

至
出
此
言
慎
勿
妄
思
。
他
日
又
請
於
上
及
皇
太
后
知
前
語
、
且
日
皇
上
春
秋
三
十
未
有
子
嗣
是
妾
所
累
也
。
今
既
有
疾
不
付
分
引
退
宗
廟
神
霊
、

山
一
旦
祐
之
、
遂
上
表
請
。
不
聴
。
自
是
屡
請
会
貴
妃
生
子
、
后
喜
請
於
上
立
為
皇
太
子
。
文
武
群
臣
亦
三
上
表
請
冊
立
后
、
力
賛
上
早
定
国
本
。
貴

妃
固
辞
目
、
皇
后
病
癒
当
有
。
上
以
白
皇
太
后
、
皇
太
后
目
、
其
順
輿
情
既
立
為
皇
太
子
、
后
遂
請
立
貴
妃
為
皇
后
、
外
庭
寝
間
后
遜
位
意
、
文

武
群
臣
亦
上
表
請
立
貴
妃
為
皇
后
、
貴
妃
固
辞
言
皇
后
在
余
敢
干
大
分
乎
。
群
臣
復
上
表
請
、
上
手
詔
答
日
、
夫
婦
人
倫
之
本
思
義
兼
厚
方
側
辞

遜
之
誠
、
逮
聞
建
立
之
請
、
宣
朕
心
所
安
哉
不
允
。
外
廷
皆
聞
貴
妃
固
辞
、
公
侯
文
武
群
臣
命
婦
合
調
啓
貴
妃
謂
聖
子
之
生
是
矢
命
有
在
天
命
不

可
違
、
皇
太
后
之
命
不
可
違
、
皇
上
之
命
不
可
違
、
宜
抑
私
己
之
謙
早
正
中
宮
之
位
此
国
家
大
事
也
。
貴
妃
文
懇
辞
目
、
吾
荷
国
恩
寵
栄
過
失
、

非
所
願
也
。
上
以
衆
人
之
請
聞
於
皇
太
后
、
皇
太
后
謂
上
回
、
既
有
子
為
儲
其
従
衆
請
。
上
遂
勅
礼
部
目
、
比
皇
后
胡
氏
自
惟
多
疾
、
不
能
期
承

祭
養
重
以
無
子
、
固
懐
謙
退
上
表
請
問
、
朕
念
夫
婦
之
義
拒
之
不
従
、
而
陳
辞
再
三
益
加
倦
切
己
従
所
志
就
間
別
宮
、
其
称
号
服
食
侍
従
悉
如
旧
。

貴
妃
孫
氏
、
昔
皇
祖
太
宗
文
皇
帝
選
嬢
子
朕
十
有
余
年
、
徳
義
之
茂
冠
於
後
宮
実
生
長
子
巳
立
為
皇
太
子
、
群
臣
戚
謂
春
秋
之
義
母
以
子
貴
、
宜

正
位
中
宮
。
屡
陳
表
奏
聖
母
垂
訓
命
従
衆
請
、
今
冊
貴
妃
孫
氏
為
皇
后
。
爾
礼
部
具
儀
捧
日
、
以
聞
至
是
以
金
冊
・
金
宝
立
貴
妃
為
皇
后
。

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
田
）
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同
様
の
内
容
と
し
て
『
皇
明
詔
令
』
巻
八
、
改
立
中
宮
勅
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝
一
、
宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
。

宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
、
名
善
祥
、
済
南
人
。
・
・
・
・
・
・
一
二
年
春
、
帝
令
后
上
表
辞
位
、
乃
退
居
長
安
宮
、
賜
号
静
慈
仙
師
、
市
冊
貴
妃
為
后
。

『
明
史
』
巻
百
十
一
二
、
后
妃
伝
一
、
宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
。

12 13 

諸
大
臣
張
輔
・
量
定
義
・
夏
原
吉
・
楊
士
奇
・
楊
栄
等
不
能
争
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝
一
、
宣
宗
孝
恭
皇
后
孫
氏
。

妃
亦
無
子
、
陰
取
宮
人
子
為
己
子
、
即
英
宗
也
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝
一
、
宣
宗
孝
恭
皇
后
孫
氏
。

故
事
、
皇
后
金
冊
金
宝
、
貴
妃
以
下
、
有
冊
無
宝
。
妃
有
寵
、
宣
徳
元
年
五
月
、
帝
請
於
太
后
、
製
金
宝
賜
駕
。
貴
妃
有
宝
自
此
始
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝
一
、
宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
。

后
無
過
被
廃
、
天
下
関
市
憐
之
。
官
一
宗
後
亦
悔
。
嘗
自
解
目
、
此
朕
少
年
事
。

注（
l
）
に
閉
じ
。

永
楽
帝
、
洪
照
帝
、
宣
徳
帝
は
皇
后
の
所
生
で
あ
る
。
た
だ
し
、
永
楽
帝
に
つ
い
て
は
洪
武
帝
皇
后
馬
氏
の
子
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

注
（
日
）
に
同
じ
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝
一
、
宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
。

天
順
六
年
、
孫
太
后
崩
、
銭
皇
后
為
英
宗
言
、
后
賢
而
無
罪
、
廃
為
仙
師
。
其
没
也
、
人
畏
太
后
、
殊
葬
皆
不
如
礼
。
因
勤
復
其
位
号
。

．．
 

七
年
間
七
月
、
上
尊
議
日
恭
譲
誠
順
康
穆
静
慈
章
皇
后
、
修
陵
寝
、
不
耐
廟
。

『
形
史
拾
遺
記
』
巻
二
、
恭
譲
胡
皇
后
。

（
楊
）
士
奇
日
、
皇
太
后
神
聖
、
量
無
旨
者
。
上
回
、
与
卿
等
議
、
即
太
后
旨
也
。
是
日
議
未
決
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝
て
宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
。
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（辺）
（お）

（比）
（お）

張
太
后
欄
后
賢
、
常
召
居
清
寧
官
。
内
廷
朝
宴
、
命
居
孫
后
上
。

注（
2
）
に
同
じ
。

注（
2
）
に
同
じ
。

注（
2
）
に
同
じ
。

『
皇
明
詔
令
』
巻
十
一
、
選
中
宮
内
論
。

皇
帝
婚
期
在
遁
、
皇
后
之
位
必
在
得
賢
。
蓋
以
上
配
震
厳
、
砥
奉
宗
廟
、
表
正
六
宮
、
母
儀
天
下
、
而
隆
国
家
万
世
之
本
也
。
爾
礼
部
其
梼
論
、

北
京
・
直
隷
・
南
京
・
鳳
陽
・
准
安
・
徐
州
・
河
南
・
山
東
・
山
西
・
陳
西
、
於
大
小
官
員
民
庶
有
徳
之
家
、
用
誠
簡
求
、
択
其
父
母
克
修
仁
義
、

家
法
斉
霜
女
子
、
年
十
三
至
十
玉
、
容
貌
端
潔
、
性
資
純
美
、
言
動
恭
和
、
威
中
礼
度
者
、
有
司
以
礼
令
其
父
母
親
送
赴
京
、
五
口
将
親
閲
鷲
。
欽

哉
、
故
諭
。
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同
様
の
内
容
と
し
て
、
『
明
英
宗
実
録
』
巻
七
十
五
、
正
統
六
年
正
月
乙
卯
。

『
皇
明
詔
令
』
巻
十
一
、
太
后
遺
詔
。

太
皇
太
后
遺
詰
、
内
外
文
武
群
臣
、
吾
自
洪
武
中
配
仁
宗
皇
帝
三
十
余
年
、
為
未
亡
人
十
有
八
年
。
今
命
止
此
、
得
全
帰
以
従
先
帝
於
地
下
足
実
。

允
惟
国
家
重
事
、
存
没
在
念
。
皇
帝
聡
明
孝
敬
、
仁
厚
剛
果
。
爾
内
外
文
武
群
臣
、
宜
尽
誠
輔
導
。
夫
天
下
者
、
祖
宗
之
天
下
、
軍
民
者
、
祖
宗

之
軍
民
。
惟
愛
人
為
保
国
之
本
、
惟
施
仁
為
愛
人
之
道
。
爾
群
臣
威
佐
皇
帝
、
惇
行
仁
政
、
各
乗
廉
公
忠
誠
、
勤
慎
不
慨
、
庶
幾
克
済
。
宮
中
庶

務
、
悉
取
皇
太
后
処
分
。
諸
后
妃
家
、
並
須
遵
奉
皇
祖
訓
戒
、
不
許
干
預
国
政
。
吾
素
無
徳
及
下
、
身
没
之
後
、
喪
服
悉
遵
仁
宗
皇
帝
遺
詔
、
以

日
易
月
、
二
十
七
日
市
除
、
央
臨
三
日
即
止
。
君
臣
皆
同
、
不
得
故
違
。
皇
帝
宜
念
万
機
之
重
、
群
臣
当
共
慰
勉
、
母
得
過
哀
。
成
服
三
日
後
、

即
聴
政
。
天
地
・
宗
廟
・
社
稜
之
祭
、
不
可
以
畢
廃
尊
、
及
百
神
之
杷
、
皆
循
常
勿
停
。
宗
室
諸
王
藩
扉
為
重
、
母
轍
離
本
国
、
但
遣
人
進
香
、

不
必
送
葬
。
諸
子
先
有
君
命
召
者
、
君
命
為
重
、
何
聴
赴
京
。
在
外
大
小
文
武
衛
門
、
並
免
進
香
、
中
外
臣
民
之
家
、
並
勿
禁
音
楽
嫁
要
。
悉
遵

行
之
、
勿
違
。
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同
様
の
内
容
と
し
て
『
明
英
宗
実
録
』
巻
九
十
七
、
正
統
七
年
十
月
乙
巴
。

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
（
前
田
）



東
洋
史
論
集
四
一

27 

前
掲
注
（
5
）
の
拙
稿
コ
嫡
母
」
と
「
生
母
」

l
明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
待
遇
と
歴
史
的
位
置
」
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要

史
学
編
』
第
十
二
号
、
二

O
二
二
年
三
月
発
刊
予
定
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
一
、
正
統
十
四
年
八
月
壬
成
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
、
正
統
十
四
年
七
月
葵
巳
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
て
正
統
十
四
年
八
月
乙
丑
。

皇
太
后
勅
脚
王
郁
鉦
、
遁
者
虜
冠
犯
辺
皇
帝
率
六
軍
親
征
、
巴
嘗
爾
朝
百
官
、
今
尚
未
班
師
国
家
庶
務
、
不
可
久
噴
、
特
命
爾
暫
総
百
官
理
其
事
、

爾
尚
夙
夜
祇
勤
以
率
中
外
、
母
怠
其
政
、
母
忽
其
衆
欽
哉
。
又
勅
文
武
群
臣
凡
合
行
大
小
事
務
、
悉
啓
王
聴
令
而
行
、
母
致
違
怠
。

同
様
の
内
容
と
し
て
『
皇
明
詔
令
』
巻
十
二
、
郎
王
監
国
内
勅
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
一
、
正
統
十
四
年
八
月
丁
卯
。

司
礼
監
太
監
金
英
伝
奉
皇
太
后
聖
旨
、
今
立
皇
帝
庶
長
子
見
深
為
皇
太
子
、
該
街
門
便
整
理
合
行
事
、
宜
択
日
具
儀
以
開
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
一
、
正
統
十
四
年
八
月
己
巳
。

皇
太
后
詔
日
、
遁
因
虜
冠
犯
辺
害
毒
生
霊
、
皇
帝
恐
禍
連
宗
社
、
不
得
巳
朗
率
六
師
性
正
其
罪
、
不
意
被
留
虜
庭
。
尚
念
臣
民
不
可
無
主
。
悲
於

皇
庶
子
三
人
之
中
選
其
賢
、
而
長
者
日
見
深
正
位
東
宮
、
侃
命
郎
王
為
輔
代
総
国
政
、
撫
安
天
下
。
鳴
呼
、
国
必
有
君
而
社
稜
之
為
、
君
必
信
儲

市
臣
民
有
所
、
仰
布
告
天
下
威
使
聞
知
。

同
様
の
内
容
と
し
て
、
『
皇
明
詔
令
』
巻
十
二
、
立
皇
太
子
内
勅
。

前
掲
注
（
5
）
の
拙
稿
「
大
礼
の
議
に
お
け
る
慈
寿
皇
太
后
の
蕗
旨
の
意
味
」
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
十
号
、
二

O
一
一
年
。
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注（
2
）
に
閉
じ
。

『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
巻
一
、
乙
巳
七
年
、
閏
七
月
突
卯
。

聖
節
使
通
事
趣
忠
佐
等
、
・
・
・
・
・
・
忠
佐
啓
目
、
節
目
使
未
及
到
北
京
、
聞
大
行
皇
帝
崩
逝
、
即
服
喪
服
央
臨
三
日
。
至
帝
都
、
進
表
於
礼
部
。
礼
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部
聞
奏
、
以
表
及
方
物
献
於
大
行
皇
帝
殖
前
。
問
崩
逝
之
故
於
華
人
、
或
云
天
震
之
、
或
云
病
市
崩
、
龍
之
也
。
其
遺
詔
、
皇
后
所
為
也
。

皇
太
子
見
深
、
後
の
憲
宗
は
正
統
十
二
年
（
一
四
四
七
）
十
二
月
生
ま
れ
で
あ
り
、
当
時
満
二
歳
に
満
た
な
か
っ
た
。

司
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
一
、
正
統
十
四
年
八
月
丙
子
。

文
武
百
官
合
辞
請
於
皇
太
后
日
、
聖
駕
北
狩
、
皇
太
子
幼
沖
、
国
政
危
殆
人
心
泊
湧
。
古
云
国
有
長
君
社
稜
之
福
、
請
定
大
計
以
箕
宗
社
、
疏
入

皇
太
后
批
答
云
、
卿
等
奏
国
家
大
計
、
合
允
所
請
、
其
命
郎
王
即
皇
帝
位
、
礼
部
具
儀
択
日
以
開
。
群
臣
奉
皇
太
后
旨
告
郎
王
。

『
明
史
』
巻
百
十
九
、
諸
王
四
。

嚢
憲
王
膿
増
、
仁
宗
第
五
子
。
永
楽
二
十
二
年
封
。
荘
敬
有
令
誉
。
宣
徳
四
年
就
藩
長
沙
。
正
統
元
年
徒
裏
陽
。
英
宗
北
狩
、
諸
王
中
、
臨
幅
増
最

長
且
賢
、
衆
望
頗
属
。
太
后
命
取
嚢
国
金
符
入
宮
、
不
果
召
。
膳
増
上
書
、
請
立
皇
長
子
、
令
郎
王
監
園
、
募
勇
智
士
迎
車
駕
。
書
至
、
景
帝
立

数
日
失
。
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川
越
泰
博
『
モ
ン
ゴ
ル
に
桂
致
さ
れ
た
中
国
皇
帝
l
明
英
宗
の
数
奇
な
る
運
命
l
』
研
文
出
版
、
二

O
O一二年。

『
皇
明
詔
令
』
巻
十
二
、
即
位
詔
。

奉
天
承
運
皇
帝
詔
目
、
朕
以
皇
考
宣
宗
章
皇
帝
仲
子
、
奉
藩
京
師
。
比
因
虜
窟
犯
辺
。
大
兄
皇
帝
恐
禍
連
宗
社
、
不
得
己
親
征
動
、
勅
砂
荊
率
百

宮
居
守
、
不
幸
車
駕
誤
陥
虜
庭
。
我
聖
母
皇
太
后
務
慰
臣
民
之
望
、
己
立
皇
庶
長
子
見
深
為
皇
太
子
、
命
砂
朗
輔
代
総
国
政
。
皇
親
公
侯
伯
、
壁

在
庭
文
武
群
臣
、
軍
民
・
者
老
・
四
夷
朝
使
、
復
以
天
位
久
虚
、
神
器
無
主
、
人
心
違
達
、
莫
之
底
定
、
合
辞
上
請
早
定
大
計
。
皇
太
后
以
太
子

幼
沖
、
未
遼
能
理
万
機
、
移
命
砂
朗
、
君
臨
天
下
。
会
有
使
自
虜
中
還
者
、
口
宣
大
兄
皇
帝
詔
旨
、
宗
廟
之
礼
、
不
可
久
噴
、
朕
弟
郎
王
、
年
長

且
賢
、
其
令
継
統
以
奉
祭
肥
。
顧
痛
恨
之
方
殿
、
量
遵
承
之
逮
忍
、
惟
避
譲
再
三
、
食
允
莫
獲
。
仰
惟
付
託
之
至
重
、
敢
以
涼
薄
市
固
辞
。
巳
於

九
月
初
六
日
、
抵
告
天
地
宗
廟
社
稜
、
即
皇
帝
位
。
遣
使
詣
虜
間
安
、
上
大
兄
皇
帝
尊
号
太
上
皇
帝
、
徐
図
迎
復
。
為
政
之
道
、
必
先
正
始
、
其

以
明
年
為
景
泰
元
年
、
大
赦
天
下
、
威
与
維
新
。

同
様
の
内
容
と
し
て
『
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
三
、
正
統
十
四
年
九
月
奨
未
。
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『
北
征
事
蹟
』

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相

l
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
｜
（
前
田
）
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九
月
十
六
日
、
季
鐸
膏
賞
、
井
聖
母
皇
太
后
寄
来
、
詔
委
胡
帽
衣
服
等
物
、
到
営
見
上
説
初
六
日
郎
王
巳
即
皇
帝
位
、
又
説
文
武
百
官
奉
皇
子
三

人
中
年
長
者
一
人
為
東
宮
。
皇
上
令
臣
写
書
三
封
、
一
禅
位
於
郎
玉
、
一
間
安
於
太
后
、
一
致
意
於
百
官
、
絶
也
先
闘
地
之
心
動
、
景
皇
天
倫
之

念
。
上
看
之
甚
喜
。

注
（
羽
）
に
同
じ
。

『
皇
明
詔
令
』
巻
十
二
、
尊
立
后
妃
詔
。

奉
天
承
運
皇
帝
詔
目
、
朕
以
砂
朗
、
託
於
億
兆
臣
民
之
上
、
岡
依
致
理
、
夙
夜
廓
寧
。
顧
惟
徳
礼
理
有
未
敦
、
庸
将
無
以
教
家
国
天
下
、
蓋
徳
必

先
子
隆
孝
、
而
礼
惟
重
乎
正
名
。
帝
王
所
問
、
葬
倫
斯
在
。
況
恩
施
子
己
者
有
莫
大
、
宜
尊
帰
於
親
者
無
以
加
。
義
所
当
然
、
事
量
為
過
。
謹
上

尊
聖
母
皇
太
后
田
上
聖
皇
太
后
、
生
母
国
皇
太
后
。
勉
遵
辞
譲
之
旨
、
遷
皇
后
居
仁
寿
宮
、
以
侯
大
兄
盤
輿
之
復
。
進
皇
太
子
母
周
氏
為
貴
妃
、

示
重
天
下
之
本
。
冊
朕
妃
迂
氏
為
皇
后
、
以
重
大
倫
之
原
。

同
様
の
内
容
と
し
て
『
明
英
宗
実
録
』
巻
百
八
十
六
、
正
統
十
四
年
十
二
月
丙
辰
。

注
（
拘
）
に
同
じ
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
二
百
十
六
、
景
泰
三
年
五
月
甲
午
。

冊
立
皇
妃
杭
氏
為
皇
后
、
長
子
見
済
為
皇
太
子
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
一
。
景
帝
廃
后
注
氏
。

景
泰
三
年
、
妃
杭
氏
生
子
見
済
、
景
帝
欲
立
為
太
子
、
市
廃
憲
宗
、
后
執
不
可
。
以
是
件
帝
意
、
遂
廃
后
、
立
杭
氏
為
皇
后
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
二
百
十
五
、
景
泰
三
年
四
月
乙
酉
。

議
易
皇
太
子
。
・
・
・
・
・
・
詔
目
、
卿
等
所
言
三
代
聖
王
大
道
理
、
近
白
書
旧
内
、
内
臣
亦
倶
来
勧
遵
、
与
卿
等
所
言
、
皆
朕
不
敢
自
専
、
上
請
子
聖

母
上
聖
皇
太
后
蒙
諮
旨
、
宣
諭
只
要
宗
社
安
天
下
太
平
、
今
心
既
知
此
、
当
順
人
心
行
朕
以
此
不
敢
間
違
、
礼
部
可
具
議
、
択
日
以
聞
。

注
（
幻
）
に
同
じ
。

『
明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
一
、
宣
宗
孝
恭
皇
后
孫
氏
。
「
石
亨
等
謀
奪
円
、
先
白
太
后
。
許
之
。
」
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『
皇
明
詔
令
』
巻
十
三
、
廃
立
内
論
。

皇
太
后
勅
諭
・
・
・
・
・
・
承
伝
至
我
宣
宗
章
皇
帝
、
克
寛
克
仁
、
万
邦
允
懐
、
不
幸
早
棄
臣
民
、
遺
命
於
吾
、
立
嫡
長
子
祁
鎮
為
皇
帝
、
巳
立
十
有
五

年
、
敬
天
勤
民
、
母
怠
母
荒
。
比
因
虜
冠
犯
辺
、
生
民
茶
毒
、
為
恐
禍
延
宗
社
、
不
得
巳
親
率
六
師
以
御
之
、
此
実
安
天
下
之
大
計
也
。
不
意
兵

将
失
律
、
乗
輿
被
遮
。
時
爾
文
武
群
臣
、
以
社
稜
為
重
、
悔
道
宣
宗
章
皇
帝
遺
詔
、
表
請
於
吾
、
立
皇
帝
長
子
見
深
為
皇
太
子
。
因
其
幼
沖
、
五
口

伺
令
庶
次
子
郎
玉
郡
鉦
輔
之
。
・
・
・
・
・
・
奉
帝
回
京
、
而
郡
鉦
既
貧
天
位
、
会
無
復
砕
之
心
、
乃
用
邪
謀
、
反
為
幽
閉
之
計
。
廃
出
皇
儲
、
私
立
己

子
・
・
・
・
・
・
乃
命
皇
帝
郡
鎮
復
正
大
位
、
以
慰
群
情
、
以
安
宗
社
。
・
・
・
・
・
・
其
廃
景
泰
、
億
一
柿
鉦
伺
為
榔
玉
、
如
漢
昌
邑
主
故
事
、
巳
令
群
臣
送
帰

西
内
、
停
子
安
養
。
於
戯
、
天
下
乃
祖
宗
之
所
開
創
、
天
位
乃
列
聖
之
所
相
伝
、
人
心
之
安
。
布
告
天
下
、
威
使
聞
知
。

同
様
の
内
容
と
し
て
『
明
英
宗
実
録
』
巻
二
百
七
十
玉
、
天
順
元
年
二
月
乙
未
。

『
皇
明
詔
令
』
巻
十
一
二
、
復
立
皇
太
子
井
封
皇
子
詔
。

詔
天
下
回
、
朕
惟
帝
王
之
伝
序
、
乃
国
家
之
大
経
。
建
元
良
、
所
以
尊
宗
廟
而
重
社
稜
、
封
群
胤
、
所
以
仕
藩
扉
市
隆
本
支
。
今
古
依
問
、
典
章

斯
具
載
。
葱
朕
粥
膚
天
命
之
申
、
復
登
大
宝
之
位
、
顧
惟
不
膜
、
事
有
未
達
。
市
公
侯
鮒
馬
伯
及
文
武
群
臣
、
愈
謂
朕
之
元
子
当
復
正
於
東
宮
、

其
次
諸
子
宜
悉
封
於
藩
国
。
朕
以
請
之
聖
母
皇
太
后
允
従
、
衆
議
、
挙
行
盛
礼
、
乃
於
天
順
元
年
三
月
初
六
日
、
冊
立
元
子
見
深
為
皇
太
子
、
及

封
第
二
子
見
憐
為
徳
王
、
第
三
子
見
樹
為
秀
王
、
第
四
子
見
津
為
崇
玉
、
第
五
子
見
渡
為
吉
王
。
於
戯
、
承
跳
主
器
得
其
人
、
則
国
本
正
而
万
国

以
服
、
昨
土
封
守
其
世
、
則
藩
輔
完
市
大
統
以
定
。
天
下
之
心
、
斯
有
所
繋
、
宗
廟
之
計
、
永
底
子
安
。
故
葱
詔
示
、
威
使
聞
知
。

円

iqム
可
Eム
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明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
5
）
の
拙
稿
「
「
嫡
母
」
と
「
生
母
」
｜
明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
歴
史
的
位
置
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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『
明
英
宗
実
録
』
巻
三
百
四
十
四
、
天
順
六
年
九
月
乙
未
。

明
代
の
皇
后
・
皇
太
后
の
政
治
的
位
相

l
宣
徳
帝
皇
后
孫
氏
を
中
心
に
（
前
田
）




